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成年後見制度法人後見業務マニュアル（令和８年１月一部改訂） 新旧対照表（主な変更箇所のみを記載） 

頁 新 旧 

P1 

 

P2 

 

P5 

 

 

P6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 成年後見制度の概要 

１ （略） 

２ 法定後見制度の概要 

  （略） 

※３） 「民法第 13 条第 1 項各号」が定める行為 

①～⑩（略） 

   

３ 任意後見制度の概要 

  任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不

十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見

人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える

契約を結んでおくというものです。 

本人の判断能力が低下したのちに、任意後見人が、任意後見契約で決めた事

務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」（通常は弁護士などの専

門職や法律・福祉等にかかわる法人が就任）の監督のもと、本人を代理するこ

とにより、本人の意思にしたがった適切な支援・保護をすることが可能になり

ます。 

代理人は、親族、専門職、知人等のだれでもなることができ、契約内容（代

理権の範囲）も自由に決めることができます。但し、契約は「公正証書」によ

って締結する必要があり、その契約の効力を生じさせるためには、任意後見監

督人選任の申立てを家庭裁判所へ行い、任意後見監督人が選任される必要があ

ります。 

なお、任意後見人は、成年後見人等とは異なり、同意権、取消権はありませ

ん。 

➣任意後見契約についての問い合わせ先 

機関名 電話番号 所在地 

（略）   

長岡公証人合同役

場 
(0258)86-6925 

〒940-0053 

長岡市長町 1丁目甲 1672-1 

 

（略）   

Ⅰ 成年後見制度の概要 

１ （略） 

２ 法定後見制度の概要 

  （略） 

※３） 「民法第 13 条第 1 項各号」が定める行為 

①～⑩（略） 

 ※⑩は、民法改正により、2020 年４月１日から施行 

３ 任意後見制度の概要 

  任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不

十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見

人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える

契約を結んでおくというものです。 

本人の判断能力が低下したのちに、任意後見人が、任意後見契約で決めた事

務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」（通常は弁護士などの専

門職や法律・福祉等にかかわる法人が就任）の監督のもと、本人を代理するこ

とにより、本人の意思にしたがった適切な支援・保護をすることが可能になり

ます。 

代理人は、親族、専門職、知人等のだれでもなることができ、契約内容（代

理権の範囲）も自由に決めることができます。但し、契約は「公正証書」によ

る必要があり、その契約の効力を生じさせるためには、任意後見監督人選任の

申立てを家庭裁判所へ行い、任意後見監督人が選任される必要があります。 

 

なお、任意後見人は、成年後見人等とは異なり、同意権、取消権はありませ

ん。 

➣任意後見契約についての問い合わせ先 

機関名 電話番号 所在地 

（略）   

長岡公証人合同役

場 
(0258)33-5435 

〒940-0053 

長岡市長町 1 丁目甲 1672-1 コーポ

長町１階 

（略）   
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頁 新 旧 

 

P7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４・５（略） 

６ 成年後見制度の利用の促進について 

地域共生社会の実現に資すること及び成年後見制度が十分に利用されていな

いことに鑑み、「成年後見制度の利用の促進に関する法律」が平成 28 年５月 13

日に施行され、また「成年後見制度利用促進基本計画」（以下、「基本計画」と

いう。）が平成 29 年３月 24 日に閣議決定されました。これにより、国、地方公

共団体、関係機関が連携して成年後見制度を利用し又は利用する者の権利利益

を適切かつ確実に保護するために必要な体制の整備に向けて取り組むこととな

りました。 

 第一期基本計画（平成 29 年度から令和３年度）では、利用者がメリットを実

感できる成年後見制度の運用改善、権利擁護支援の地域連携ネットワーク（以

下、「地域連携ネットワーク」という。）づくり、安心して成年後見制度を利用

できる環境の整備などが進められました。他方で、後見人等が意思決定支援や

身上保護を重視しない場合があるなどの指摘や団塊の世代が後期高齢者となる

令和７年を迎えて、認知症高齢者が増加するなど（いわゆる 2025 年問題）、成

年後見制度の利用を含む権利擁護支援のニーズが更に多様化及び増大する見込

みであり、こうした状況に適切に対応する必要があるということで、令和４年

度から令和８年度までを対象期間とする第二期基本計画を定め、更なる施策の

推進を図ることとなりました。 

第二期基本計画では、「尊厳のある本人らしい生活の継続と地域社会への参加

を図る権利擁護支援の推進」をテーマに、成年後見制度の利用促進に当たって

の基本的な考え方として、「地域共生社会の実現に向けた権利擁護支援の推進」、

「尊厳のある本人らしい生活を継続できるようにするための成年後見制度の運

用改善等」、「司法による権利擁護支援などを身近なものにするしくみづくり」

が掲げられ、成年後見制度の利用促進に関わる関係者による取組や検討が進め

られています。 

 

 

 

 

 

 

 

４・５（略） 

６ 成年後見制度の利用の促進について 

 地域共生社会の実現に資すること及び成年後見制度が十分に利用されていな

いことに鑑み、「成年後見制度の利用の促進に関する法律」が平成 28 年５月 13

日に施行され、また「成年後見制度利用促進基本計画」（以下、「基本計画」と

いう。）が平成 29 年３月 24 日に閣議決定されました（計画期間は平成 29 年度

から５年間）。これにより、国、地方公共団体、関係機関が連携して成年後見制

度を利用し又は利用する者の権利利益を適切かつ確実に保護するために必要な

体制の整備に向けて取り組むこととなりました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国においては、基本計画に基づき各施策の段階的・計画的な推進が図られま

す（主なポイントは以下のとおり）。 

また、市町村においては、国の基本計画を勘案し、当該市町村の区域におけ

る成年後見制度の利用の促進に関する施策について基本的な計画を定めるよう

努めるものとされています。 

基本的な考え方 

（１）ノーマライゼーション（個人としての尊厳を重んじ、その尊厳にふさわ
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頁 新 旧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 成年後見制度と日常生活自立支援事業 

１ 成年後見制度の現状 

 （１）成年後見制度を取り巻く状況 

最高裁判所が公表している「成年後見関係事件の概況」によると、全国の

家庭裁判所への成年後見関係事件（後見開始、保佐開始、補助開始及び任意

後見監督人選任事件）の申立は、制度施行直後（平成 12 年 4 月～平成 13 年

3 月）に 9,007 件であったものが令和６年（１月～12 月）には 41,841 件と増

加しており、新潟家庭裁判所管内においても平成 20 年（1 月～12 月）に 498

しい生活を保障する） 

（２）自己決定権の尊重（意思決定支援の重視と自発的意思の尊重） 

（３）財産管理のみならず、身上保護も重視 

基本計画のポイント 

（１）利用者がメリッ

トを実感できる制

度・運用の改善 

・財産管理のみならず、意思決定支援・身上保護も重

視した適切な後見人の選任・交代 

・本人の置かれた生活状況等を踏まえた診断内容につ

いて記載できる診断書の在り方の検討 

（２）権利擁護支援の

地域連携ネットワ

ークづくり 

・「制度の広報」、「制度利用の相談」、「制度利用促進

（マッチング）」、「後見人支援」等の機能を整備 

・後見人等を含めた「チーム※１」による本人の見守り、

「協議会等※2」によるチームの支援、地域連携ネッ

トワークの整備・運営の中核となる機関（「中核機

関」）の整備（中核機関は市町村が直営又は委託に

より実施） 

（３）不正防止の徹底

と利用しやすさと

の調和 

・後見制度支援信託に並立・代替する新たな方策の検

討 

（※預貯金の払戻に後見監督人等が関与） 

※１：福祉等の関係者と後見人等がチームとなって本人を見守る体制 

 ※２：福祉・法律の専門職団体が協力して個別のチームを支援する仕組み 

 

 

 

 

Ⅱ 成年後見制度と日常生活自立支援事業 

１ 成年後見制度の現状 

 （１)成年後見制度を取り巻く状況 

最高裁判所が公表している「成年後見関係事件の概況」によると、全国の

家庭裁判所への成年後見関係事件（後見開始、保佐開始、補助開始及び任意

後見監督人選任事件）の申立は、制度施行直後（平成 12 年 4 月～平成 13 年

3 月）に 9,007 件であったものが令和元年（平成 31 年 1 月～令和元年 12 月）

には 35,959 件と増加しており、新潟家庭裁判所管内においても平成 20 年（1
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頁 新 旧 

 

 

 

P10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

件であった申立件数は令和５年（1月～12 月）には 929 件へと増加しており、

制度の利用は着実に広がっています。 

（略） 

平成 25 年には県内で初めて第三者後見人の選任数が親族後見人の選任数

を上回り、第三者後見人就任に対するニーズは高止まっています。（資料１参

照） 

【資料１】新潟家庭裁判所管内における成年後見人等と本人との関係別推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※ 新潟家庭裁判所の数値の出所：「成年後見制度に関する実態調査結果」（新潟県社協） 

 

（２）社協等社会福祉法人による法人後見の必要性 

（略） 

一方、社協には成年後見制度の中核機関等の整備・運営が期待される場合も

多いことから、 社協以外の法人後見の担い手の確保も必要とされています。特

に、社会福祉法人においては、地域の様々なニーズを把握し、これらのニーズ

に対応していく中で、地域における公益的な取組の一つとして、低所得者の高

齢者・障害者に対して自ら成年後見等を実施することも含め、その普及に向け

た取組を実施することが期待されています。ただし、本人が入所している施設

を経営する法人による後見は、本人と利益相反のおそれがあるため認められな

いとの立法担当官の指摘には十分に留意する必要があります（小林昭彦ほか『新

月～12 月）に 498 件であった申立件数は平成 30 年（1 月～12 月）には 909

件へと増加しており、制度の利用は着実に広がっています。 

（略） 

平成 25 年には県内で初めて第三者後見人の選任数が親族後見人の選任数

を上回り、第三者後見人就任に対するニーズは高まり続けています。 

 

【資料３】新潟家庭裁判所管内における成年後見人等と本人との関係別推移

（過去 6年)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※ 新潟家庭裁判所の数値の出所：「成年後見制度に関する実態調査結果」（新潟県社協） 

 

（２）社協等社会福祉法人による法人後見の必要性 

（略） 

また、基本計画においても、社会福祉法人においては、地域の様々なニーズ

を把握し、これらのニーズに対応していく中で、地域における公益的な取組の

一つとして、低所得者の高齢者・障害者に対して自ら成年後見等を実施するこ

とも含め、その普及に向けた取組を実施することが期待されています。ただし、

本人が入所している施設を経営する法人による後見は、本人と利益相反のおそ

れがあるため認められないとの立法担当官の指摘には十分に留意する必要があ

ります（小林昭彦ほか『新成年後見制度の解説〔新版〕』 136 頁（金融財政事

情研究会・2018））。 
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頁 新 旧 

 

P11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P21 

 

成年後見制度の解説〔新版〕』 136 頁（金融財政事情研究会・2018））。 

（３）社協による法人後見への取組み状況 

全国社会福祉協議会が令和５年度に実施した調査によると、法人後見の受任

体制がある社協は全国で 719 社協あり、そのうち、現に法人後見を受任してい

る社協が 624 社協となっています。 

新潟県内においては、令和６年５月１日時点で法人後見の受任体制がある社

協は 21 社協あり、そのうち同時点で受任している社協が 20 社協となっていま

す。 

２ （略） 

 

 

Ⅲ 法人後見の受任に向けた体制整備 

１ 受任対象者 

（略） 

①～③ （略） 

④利益相反関係がないか。（Ⅲ３（３）参照） 

２ 実施要綱等の整備 

（１）法人後見実施要綱の整備 

（略） 

また、受任の手続き、受任後の事務内容、関係書類の保管、利益相反の防止

に関する事項等を明確にし、適正に後見事務が行われるようにすることが必要

です。これらを定める要綱・要領等については、法人の規程等の体系にあわせ

て作成・運用します。（参考資料２参照） 

（２）法人後見運営委員会の設置 

（略） 

また、法人後見運営委員会の目的や内容を明らかにした「法人後見運営委員

会設置要綱」を制定します。（参考資料２参照） 

（略） 

（３）・（４） （略） 

３～５ （略） 

６ 行政施策との関係 

（１）成年後見制度利用支援事業について 

 

（３）社協による法人後見への取組み状況 

全国社会福祉協議会が平成 29 年度に実施した調査によると、法人後見の受任

体制がある社協は全国で 473 社協あり、そのうち、現に法人後見を受任してい

る社協が 408 社協となっています。 

新潟県内においては、令和元年５月１日時点で 18 社協が法人後見に取り組ん

でいます。 

 

２ （略） 

 

 

Ⅲ 法人後見の受任に向けた体制整備 

１ 受任対象者 

（略） 

①～③ （略） 

④利益相反関係がないか。（→Ｐ18 参照） 

２ 実施要綱等の整備 

（１）法人後見実施要綱の整備 

（略） 

また、受任の手続き、受任後の事務内容、関係書類の保管、利益相反の防止

に関する事項等を明確にし、適正に後見事務が行われるようにすることが必要

です。これらを定める要綱・要領等については、法人の規程等の体系にあわせ

て作成・運用します。（→P65 参照） 

（２）法人後見運営委員会の設置 

（略） 

また、法人後見運営委員会の目的や内容を明らかにした「法人後見運営委員

会設置要綱」を制定します。（→P68 参照） 

（略） 

（３）・（４） （略） 

３～５ （略） 

６ 行政施策との関係 

（１）成年後見制度利用支援事業について 
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頁 新 旧 

 

P22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P25 

 

 

①事業の趣旨 

（略） 

成年後見制度利用支援事業の概要 

（略） 

 ②補助対象となる事業 

ア）成年後見制度を利用する際の経費 

成年後見制度を利用する際に必要な経費として大きく分けて、「申立てに

関する費用」と「成年後見人等に対する報酬」があります。 

➣申立てに関する費用について（令和８年１月時点） 

項 目 費 用 備 考 

（略）   

郵便切手   

3,420 円 

（保佐・補助の場合は

4,600 円） 

500 円  3 枚（保佐・補助は 5枚） 

110 円 11 枚（保佐・補助は 13 枚） 

100 円  5 枚 

 

50 円   1 枚 

 

10 円 16 枚（保佐・補助は 12 枚） 

 

 

（後見で本人の預貯金等が 1,000

万円以上は 500 円 2 枚、110 円 2

枚、10 円 8 枚追加） 

（略）   

イ）成年後見人等に対する報酬について 

成年後見人等は１年に１回程度、家庭裁判所に報酬付与審判の申立てを

行い、同裁判所がその報酬額を決定します。報酬額は家庭裁判所の裁量に

よりますが、新潟家庭裁判所が報酬額の目安を公表していますので参考に

してください。（→P24 参照） 

 

（略） 

（２）市町村長申立てについて 

市町村長は、認知症高齢者（65 歳以上）又は知的障害者、精神障害者につい

て、「その福祉を図るために特に必要があると認めるとき」は、家庭裁判所に対

①事業の趣旨 

（略） 

【資料５】成年後見制度利用支援事業の概要 

（略） 

 ②補助対象となる事業 

ア）成年後見制度を利用する際の経費 

成年後見制度を利用する際に必要な経費として大きく分けて、「申立てに

関する費用」と「成年後見人等に対する報酬」があります。 

➣申立てに関する費用について（令和２年２月時点） 

項 目 費 用 備 考 

（略）    

郵便切手 

3,040 円 

（保佐・補助の場合は

4,040 円） 

500 円  3 枚（保佐・補助は 5枚） 

 

100 円  4 枚 

84 円  10 枚 

 

20 円   8 枚 

10 円 10 枚 

5 円  4 枚 

1 円 20 枚 

（後見で本人の預貯金等が 1,200

万円以上は 500 円 2 枚追加） 

 

（略）   

イ）成年後見人等に対する報酬について 

親族以外の第三者が成年後見人等に就任した場合、成年後見人等は１年

に１回程度、家庭裁判所に報酬付与審判の申立てを行い、同裁判所がその

報酬額を決定します。報酬額は家庭裁判所の裁量によりますが、新潟家庭

裁判所が報酬額の目安を公表していますので参考にしてください。（→P25

参照） 

  （略） 

（２）市町村長申立てについて 

市町村長は、認知症高齢者（65 歳以上）又は知的障害者、精神障害者につい

て、「その福祉を図るために特に必要があると認めるとき」は、家庭裁判所に対
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P26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

して後見開始等の審判の申立てを行うことができます。（資料２参照） 

（略） 

【資料２】市町村長申立てにかかる法的根拠 

 （略） 

（３）市民後見人の育成及び活用について 

成年後見人等の多様な担い手を確保・養成するため、厚生労働省は老人福祉

法等各関係法を改正し、市町村において市民後見人の育成及び活用を図ること

で成年後見人等を確保することになりました。社協等は、市町村から市民後見

人養成研修を行う機関（以下、「実施機関」とする）の委託を受けて市民後見人

の養成を行い、市民後見人が後見人等として就任した後は、家庭裁判所を含め

た司法関係者などの専門家と協力しながら支援を行うことが望まれます。（資料

３参照） 

（略） 

なお、平成 27 年度より、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に

関する法律第４条に基づく県計画に定める事業のうち、市町村が実施する市民

後見推進事業に要する経費については、権利擁護人材育成事業（県事業名：市

民後見推進事業）として、市町村に対して補助を行っています。（資料４参照） 

 

また、国は平成 25 年度より、市民後見人の活用を含めた法人後見活動を支援

することを目的に障害者総合支援法に基づき市町村が地域生活支援事業として

実施する「成年後見制度法人後見支援事業」についても市町村の必須事業とし

ました。（資料５参照） 

【資料３】市民後見人の育成及び活用 

今後、親族等による成年後見の困難な者が増加するものと見込まれ、介護

サービス利用契約の支援などを中心に、成年後見の担い手として市民の役割

が強まると考えられることから、市町村は、市民後見人を育成し、その活用

を図ることなどによって権利擁護を推進することとする。 

※1 認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）における認知症の人の

数（推計） 

2012（平成 24）年：約 462 万人（65 歳以上高齢者の約７人に１人） 

→2025（平成 37）年：約 700 万人前後（65 歳以上高齢者の約５人に１

人） 

して後見開始等の審判の申立てを行うことができます。（→資料７） 

（略） 

【資料７】市町村長申立てにかかる法的根拠 

 （略） 

（３）市民後見人の育成及び活用について 

成年後見人等の担い手不足に対応するため、厚生労働省は老人福祉法等各関

係法を改正し、市町村において市民後見人の育成及び活用を図ることで成年後

見人等を確保することになりました。社協等は、市町村から市民後見人養成研

修を行う機関（以下、「実施機関」とする）の委託を受けて市民後見人の養成を

行い、市民後見人が後見人等として就任した後は、家庭裁判所を含めた司法関

係者などの専門家と協力しながら支援を行うことが望まれます。（→資料８及び

資料９参照） 

（略） 

なお、平成 27 年度より、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に

関する法律第４条に基づく県計画に定める事業のうち、市町村が実施する市民

後見推進事業に要する経費については、権利擁護人材育成事業（県事業名：市

民後見推進事業）として、市町村に対して補助を行っています。（→資料 10 参

照） 

また、国は平成 25 年度より、市民後見人の活用を含めた法人後見活動を支援

することを目的に障害者総合支援法に基づき市町村が地域生活支援事業として

実施する「成年後見制度法人後見支援事業」についても市町村の必須事業とし

ました。（→資料 11 参照） 

【資料８】市民後見人の育成及び活用 

今後、親族等による成年後見の困難な者が増加するものと見込まれ、介

護サービス利用契約の支援などを中心に、成年後見の担い手として市民の

役割が強まると考えられることから、市町村は、市民後見人を育成し、そ

の活用を図ることなどによって高齢者の権利擁護を推進する。 

※1 「認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上」の高齢者の推計 

280 万人（平成 22 年） → 470 万人（平成 37 年） 
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※2 成年後見関係事件の申立件数は年々増加傾向（平成 26 年 34,373 件） 

 

 

そのうち市町村長申立の件数 

2,471 件（平成 21 年） → 4,543 件（平成 24 年） → 5,993 件（平

成 27 年） 

 

（市民後見人を活用した取組例のイメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※出典：厚生労働省ホームページ「市民後見関連情報」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※2 成年後見関係事件の申立件数は年々増加傾向 

35,737 件（平成 29 年） →36,549 件（平成 30 年） → 35,959 件

（平成 31 年・令和元年） 

そのうち市町村長申立の件数 

7,037 件（平成 29 年） → 7,706 件（平成 30 年） → 7,837 件（平

成 31 年・令和元年） 

 

（市民後見人を活用した取組例のイメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※出典：厚生労働省ホームページ「市民後見関連情報」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市町村 

実施機関 家庭裁判所 

①委託 

③登録(研修修了

者の名簿送付) 

⑥支援(専門職による相談等の支援) 

④推薦(候補者の推薦) 

⑤市民後見

人の選任 

②研修(市民後

見人養成研修

の実施) 

 

市
民
後
見
人 

本 

人 

(

認
知
症
高
齢
者) 

後
見
等
業
務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市町村 

実施機関 家庭裁判所 

①委託 

③登録(研修修了

者の名簿送付) 

⑥支援(専門職による相談等の支援) 

④推薦(候補者の推薦) 

⑤市民後見

人の選任 

②研修(市民後

見人養成研修

の実施) 

 

市
民
後
見
人 

本 

人 

(

認
知
症
高
齢
者) 

後
見
等
業
務 

※実施機関が③登録、④推薦を行うこともありうる。 
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P30 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

P31 

 

 

 

P32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料４】権利擁護人材育成事業（県事業名：市民後見推進事業）の主な

内容 

（略） 

 

【資料５】障害者総合支援法に基づく「地域生活支援事業実施要綱」の

「成年後見制度法人後見支援事業実施要領」を抜粋 

（略） 

４．留意事項 

（１）事業の実施に当たっては、地域の実情に応じて、複数の市町村等が

連携し広域的に研修を実施するなど、最も効果的な方法により実施す

ること。 

（２）実施主体は、社会福祉協議会やＮＰＯ法人等適切な事業運営が確保

できると認められる団体に委託することができるものとする。 

 

（３）（略） 

 

 

 

Ⅳ 法人後見業務の実務 

１ 成年後見人等の職務 

（１）成年後見人等の主な職務 

①・② 略 

③家庭裁判所への報告 

成年後見人等に選任されたら、まず、家庭裁判所が指定する期間内（１か月

以内）に、成年被後見人等の資産や収入等の調査を行った上、「後見等事務報告

書」、「財産目録」、「収支予定表」及び「相続財産目録」（遺産分割未了の相続財

産がある場合のみ）を作成（その内容を証明する資料（預金通帳の写しなど）

も添付）し、家庭裁判所に報告します。なお、期間内に調査を終えることが難

しい場合には、家庭裁判所に財産目録作成期間の伸長の申立を行うことで、報

告期限を延長することが可能です。 

（略） 

 

【資料 10】権利擁護人材育成事業（県事業名：市民後見推進事業）の主な

内容 

（略） 

 

【資料 11】障害者総合支援法に基づく「地域生活支援事業実施要綱」の「成

年後見制度法人後見支援事業実施要領」を抜粋 

（略） 

４．留意事項 

（１）事業の実施に当たっては、地域の実情に応じて、複数の市町村が連

携し広域的に研修を実施するなど、最も効果的な方法により実施する

こと。 

（２）実施主体である市町村は、社会福祉協議会やＮＰＯ法人等適切な事

業運営が確保できると認められる団体に委託することができるものと

する。 

（３）（略） 

 

 

 

Ⅳ 法人後見業務の実務 

１ 成年後見人等の職務 

（１）成年後見人等の主な職務 

①・② 略 

③家庭裁判所への報告 

成年後見人等に選任されたら、まず、家庭裁判所が指定する期間内（１か月

以内）に、成年被後見人等の資産や収入等の調査を行った上、「財産目録」及び

「収支予定表」及び「相続財産目録」（遺産分割未了の相続財産がある場合のみ）

を作成（その内容を証明する資料（預金通帳の写しなど）も添付）し、家庭裁

判所に報告します。なお、期間内に調査を終えることが難しい場合には、家庭

裁判所に「財産目録調製期間の伸長の申立」を行うことで、報告期限を延長す

ることが可能です。 

（略） 
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P37 

 

 

 

 

 

 

（２） （略） 

（３）本人の死後の事務について 

  成年被後見人等の死亡により、成年後見人等の職務は終了となります。した

がって、死亡届の提出を除き、成年後見人等として、死後事務（葬儀など）を

行うことはできませんでした（ただし、相続人又は相続財産清算人に相続財産

を引き継ぐまでの間に、緊急に行う必要がある行為については、民法上の「事

務管理」行為として、元成年後見人等が最低限の事務を行う可能性は認められ

ていました。）。 

（略） 

こうした実情を受けて、平成 28 年 10 月 13 日に「成年後見の事務の円滑化を

図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が施行され、成年

後見人は相続人が相続財産を管理できるまでの間、相続財産の管理及び火葬・

埋葬に関する契約の締結等といった一定の範囲内の事務を行うことができると

され、それを行うための要件が明確になりました。（Ⅳ３（１２）参照） 

なお、相続人が存在しない場合又は法定相続人が全て相続放棄を行った場合、

本人の財産や負債を処理する必要がある際には、元成年後見人等、債権者等の

利害関係人等から、家庭裁判所に対し、相続財産清算人の選任の申立てを行う

必要があります。 

（４） （略） 

２ （略） 

３ 具体的な後見業務の内容 

 （略） 

（１）成年後見人等受任直後の業務 

 １（略） 

 ２ 財産の占有確保 

 （略） 

（法人内での事務）（参考資料４参照） 

 ・管理物件を成年被後見人等から引き継いだ場合には、法人は「管理物
件預かり書」を作成し、交付します。 

 ・これまで財産管理をしていた人から引渡しを受ける場合には、「管理物

件引受書」を交付し、財産管理をしていた人からは「管理物件引渡書」

を収受します。 

 （略） 

（２） （略） 

（３）本人の死後の事務について 

  成年被後見人等の死亡により、成年後見人等の職務は終了となります。した

がって、死亡届の提出を除き、成年後見人等として、死後事務（葬儀など）を

行うことや「相続財産管理人」になることはできませんでした（ただし、相続

人又は相続財産管理人に相続財産を引き継ぐまでの間に、緊急に行う必要があ

る行為については、民法上の「事務管理」行為として、元成年後見人等が最低

限の事務を行う可能性は認められていました。）。 

（略） 

こうした実情を受けて、平成 28 年 10 月 13 日に「成年後見の事務の円滑化を

図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が施行され、成年

後見人は相続人が相続財産を管理できるまでの間、相続財産の管理及び火葬・

埋葬に関する契約の締結等といった一定の範囲内の事務を行うことができると

され、それを行うための要件が明確になりました。（→P50） 

なお、相続人が存在しない場合又は法定相続人が全て相続放棄を行った場合、

本人の財産や負債を処理する必要がある際には、元成年後見人等、債権者等の

利害関係人等から、家庭裁判所に対し、相続財産管理人の選任の申立てを行う

必要があります。 

 （４） （略） 

２ （略） 

３ 具体的な後見業務の内容 

 （略） 

（１）成年後見人等受任直後の業務 

 １（略） 

 ２ 財産の占有確保 

 （略） 

（法人内での事務） 

 ・管理物件を成年被後見人等から引き継いだ場合には、法人は「管理物
件預かり書」（→P74 参照）を作成し、交付します。 

 ・これまで財産管理をしていた人から引渡しを受ける場合には、「管理物

件引受書」（→P76 参照）を交付し、財産管理をしていた人からは「管

理物件引渡書」（→P78 参照）を収受します。 

  （略） 
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P38 

 

 

 

 

 

 

P39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P40 

 

 

 

 ３ （略） 

 ４ 郵便物の転送、送付先変更 

  （略） 

成年後見人による郵便物等の管理における主なポイント（民法第 860 条の

２・３） 

・転送嘱託の審判の申立ては、後見開始の審判をした家庭裁判所に対して行

います。（参考資料９参照） 

（略） 

  （略） 

５ （略） 

６ 後見等事務報告書（初回報告）の作成 

◎成年後見人等は、選任されてから１か月以内に、初回報告として以下の書

類（参考資料５参照）を作成し、家庭裁判所へ提出する必要があります。

また、その後も適時（通常は１年に１回程度）、業務報告を行う必要があり

ます（Ⅳ４（３）１参照）。 

①後見等事務報告書（初回報告） 

・後見等開始後の本人の心身や生活状況、後見等事務の方針及び本人や支

援者との面談等の状況等について記載します。 

・成年後見人等は、本人の意思決定支援や身上保護について配慮する義務

があり、その履行内容についても報告する必要があります。 

②収支予定表 

・成年被後見人等の生活の見通しを立てるとともに、身上保護及び財産管

理のために必要な支出額の予定（計画）を立てます。 

・支出額を予定するには、通帳等の出金状況などにより、これまでの支出

状況を確認し、それらの支出が今後も必要か、新たに必要になるものは

ないか等の点から検討します。 

・成年被後見人等に年金収入等があり、生活費がまかなえる場合には問題

ありませんが、どうしても不足する場合には、成年被後見人等の財産を

取り崩しながら支援を行うことが必要になります。そのうちに、財産が

なくなることが予想されるので、その時に備え、あらかじめ生活保護の

受給等を検討しておく必要があります。 

③財産目録 

・財産の種類、数量、価格、所在、正負、収益の有無とその程度、消極財

３ （略） 

 ４ 郵便物の転送、送付先変更 

  （略） 

成年後見人による郵便物等の管理における主なポイント（民法第 860 条の

２・３） 

・転送嘱託の審判の申立ては、後見開始の審判をした家庭裁判所に対して行

います。（→P103 参照） 

 （略） 

（略） 

５ （略） 

６ 財産目録（初回報告用）の作成 

◎成年後見人等は、成年被後見人等の財産を調査し、「財産目録（初回報告

用）」（→P80 参照）を作成しなければなりません。財産目録は成年後見人

等に選任されてから１か月以内に作成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・財産の種類、数量、価格、所在、正負、収益の有無とその程度、共有財
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頁 新 旧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P41 

 

 

 

 

 

 

産の場合、その債務残高・債権者名等を明らかにします。 

 

 

・１か月以内に財産目録を作成することが難しい場合には、家庭裁判所に

財産目録作成期間の伸長の申立てを行います。 

④相続財産目録 

・成年被後見人等が相続人となっている遺産分割未了の相続財産がある場

合のみ、提出する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）日常生活支援に関する事務 

 １・２ （略） 

 ３ 税金その他の経費の支払い 

  （略） 

（法人内での事務） 

・成年被後見人等に関する出納事務を適切に行います。（Ⅴ４（２）参

照） 

 （略） 

・支払い業務が終わった後、法人後見支援員は「現金出納帳」（参考資

料６参照）に記録します。記録した現金出納帳は、法人後見専門員が

産については共有者の氏名、消極財産の場合、その債務残高・債権者名

及び弁済期限等を明らかにします。 

・未整理の相続財産がある場合は、その推定相続額を記載します。 

・１か月以内に財産目録を作成することが難しい場合には、家庭裁判所に

財産目録作成期間の伸長の申立てを行います。 

 

 

 

７ 年間収支予定表の作成 

◎成年被後見人等の現状を把握し、成年被後見人等の生活の見通しを立て

るとともに、身上保護及び財産管理のために必要な支出額の予定（計画）

を立てます。 

・支出額を予定するには、通帳等の出金状況などにより、これまでの支

出状況を確認し、それらの支出が今後も必要か、新たに必要になるも

のはないか等の点から検討します。 

・具体的には、「収支予定表」（→P82 参照）を作成します。（財産目録

同様に成年後見人等に選任されてから１か月以内に作成します。） 

・成年被後見人等に年金収入等があり、生活費がまかなえる場合には問

題ありませんが、どうしても不足する場合には、成年被後見人等の財

産を取り崩しながら支援を行うことが必要になります。そのうちに、

財産がなくなることが予想されるので、その時に備え、あらかじめ生

活保護の受給等を検討しておく必要があります。 

（２）日常生活支援に関する事務 

 １・２ （略） 

 ３ 税金その他の経費の支払い 

  （略） 

（法人内での事務） 

・成年被後見人等に関する出納事務を適切に行います。（→P58 参照） 

 

 （略） 

・支払い業務が終わった後、法人後見支援員は「現金出納帳」（→P91

参照）に記録します。記録した現金出納帳は、法人後見専門員が証拠
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頁 新 旧 

 

 

 

 

 

 

 

P42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P44 

 

P45 

 

 

 

 

 

 

 

証拠書類と突合して確認します。（法人後見専門員が支払いを行った

場合には、記録した現金出納帳は、法人後見専門員以外の職員が確認

します。） 

・金銭授受簿（参考資料６参照）、領収証等証拠証票は一つの綴りで、

現金出納帳は別に整理して綴じておきます。 

（略） 

 ４・５ （略） 

（３）居住用不動産の処分 

１ 居住用不動産の処分について 

・成年被後見人等の居住用不動産を処分する場合には、家庭裁判所の許可が

必要となります（参考資料７参照）。その際、成年被後見人等の戸籍謄本、

対象となる土地の登記簿謄本等関係書類の提出が求められる場合もあるの

で、事前に家庭裁判所の窓口に確認する必要があります。 

 （略） 

２ （略） 

３ 住居の賃貸借契約の締結・解約 

◎住居の賃貸借契約・解約を行います。 

・住居を変えることが、成年被後見人等にとって本人の心情面も含めて適切

かどうかを考えた上で契約します。 

 （略） 

４～７ （略） 

（４）～（５） （略） 

（６）医療に関する事務 

１～５ （略） 

６ 医療保護入院への同意 

（略） 

・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律では、本人の医療及び保護のため

に入院が必要な場合、また、当該医療保護入院の期間の更新が必要な場合に、

家族等のうち、いずれかの者の同意が必要となります。（同法第 33 条） 

（略） 

（７）～（１０） （略） 

 

書類と突合して確認します。（法人後見専門員が支払いを行った場合

には、記録した現金出納帳は、法人後見専門員以外の職員が確認しま

す。） 

・金銭管理授受簿（→P92 参照）、領収証等証拠証票は一つの綴りで、

現金出納帳は別に整理して綴じておきます。 

（略） 

 ４・５ （略） 

（３）居住用不動産の処分 

１ 居住用不動産の処分について 

・成年被後見人等の居住用不動産を処分する場合には、家庭裁判所の許可が

必要となります（→P94 参照）。その際、成年被後見人等の戸籍謄本、対象

となる土地の登記簿謄本等関係書類の提出が求められる場合もあるので、

事前に家庭裁判所の窓口に確認する必要があります。 

 （略） 

２ （略） 

３ 住居の賃貸借契約の締結・解約 

◎住居の賃貸借契約・解約を行います。 

・住居を変えることが、成年被後見人等にとって本人の心情面も含めて適切

かどうかを考えた上で契約する。 

 （略） 

４～７ （略） 

（４）～（５） （略） 

（６）医療に関する事務 

１～５ （略） 

６ 医療保護入院への同意 

（略） 

・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律では、本人の医療及び保護のため

に入院が必要な場合、家族等のうち、いずれかの者の同意が必要となります。

（同法第 33 条） 

（略） 

（７）～（１０） （略） 
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頁 新 旧 

P49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P51 

 

 

 

（１１）成年後見人等の任務終了について 

１ （略） 

２ 成年被後見人等の判断能力が回復し、審判が取り消された場合 

  （略） 

（法人内での事務） 

・成年後見人等として保管していた物品について、本人へ返却する際、

「財産受領書」（参考資料 12参照）を徴しておきます。 

３ 成年後見人等の辞任 

（略） 

・成年後見人等を辞任する場合には、できる限り速やかに次の成年後見人等

を選ばなくてはなりません。成年被後見人等の権利保護に支障を来たさな

いように、辞任の申立てと同時に、後任の成年後見人等選任の申立て（参

考資料 13参照）を行う必要があります。 

 

（１２）成年被後見人等の死後に関する事務 

１ 死後事務について 

  （略） 

成年後見人が上記（１）～（３）の死後事務を行うための要件 

①～③ （略） 

また、上記（３）の死後事務を行う場合には、①～③に加えて④家庭

裁判所の許可も必要となります。（参考資料 13 参照） 

  （略） 

２ 死亡に関する連絡・報告 

（略） 

・監督機関である家庭裁判所に成年被後見人等が死亡したことを報告しま

す。 

（略） 

３・４ （略） 

 ５  家庭裁判所への報告 

（略） 

・後見の計算終了後、速やかに家庭裁判所に「事務終了報告書」（参考資料

13 参照）及び死亡した旨が記載された戸籍謄本又は死亡診断書のコピー

（１１）成年後見人等の任務終了について 

１ （略） 

２ 成年被後見人等の判断能力が回復し、審判が取り消された場合 

  （略） 

（法人内での事務） 

・成年後見人等として保管していた物品について、本人へ返却する際、

「財産受領書」（→P129 参照）を徴しておく。 

３ 成年後見人等の辞任 

（略） 

・成年後見人等を辞任する場合には、できる限り速やかに次の成年後見人

等を選ばなくてはなりません。成年被後見人等の権利保護に支障を来た

さないように、辞任の申立てと同時に、後任の成年後見人等選任の申立

てを行う必要があります。 

 

（１２）成年被後見人等の死後に関する事務 

 １ 死後事務について 

  （略） 

成年後見人が上記（１）～（３）の死後事務を行うための要件 

①～③ （略） 

また、上記（３）の死後事務を行う場合には、①～③に加えて④家庭

裁判所の許可も必要となります。（→P131 参照） 

 （略） 

２ 死亡に関する連絡・報告 

（略） 

・監督機関である家庭裁判所に成年被後見人等死亡による後見終了の報告

を行います。 

（略） 

３・４ （略） 

 ５  家庭裁判所への報告 

（略） 

・後見の計算終了後、速やかに家庭裁判所に「事務終了報告書」（→P130

参照）及び死亡した旨が記載された戸籍謄本又は死亡診断書のコピーを
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頁 新 旧 

 

 

 

 

 

 

 

P52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P53 

 

 

 

 

 

 

 

を提出します。 

６ 生前に確定した債務等の清算 

（略） 

・光熱水費等の自動引き落としとなっているものや年金など自動振り込み

となっているものについても停止します。 

 

（略） 

７ 管理財産の引渡し 

（略） 

・相続人が不明、不存在の場合は家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申

し立て、選任された相続財産清算人に財産の引き渡し等を行います。 

（略） 

（法人内での事務） 

・成年後見人等として保管していた物品について、相続人等へ引き渡す

際、「財産受領書」（参考資料 12 参照）を徴しておきます。 

 

４ 家庭裁判所への報告及び申請 

（１）・（２） （略） 

（３）家庭裁判所への報告について 

１ 家庭裁判所への業務報告 

◎成年後見人等は適時（通常は１年に１回程度）、家庭裁判所へ業務報告を

行います。 

 

≪提出書類≫（参考資料５参照） 

①後見等事務報告書（成年被後見人等の様子、意思決定支援や身上保護

に係る実施内容、今後の後見業務の見直し及び気づき等を記した書類） 

②財産目録・・・通帳の写し、証拠証票等を参考資料として添付する。

前回報告から預貯金、現金及び有価証券等以外の財産の内容に変化が

ない場合、別紙記載不要 

 

 

③その他（後見業務に関して特記すべき事項があれば、関連書類を添付） 

提出します。 

６ 生前に確定した債務等の清算 

（略） 

・金融機関へ連絡し、口座取引を停止します。（光熱水費等の自動引き落

としとなっているものや年金など自動振り込みとなっているものにつ

いても停止します。） 

（略） 

７ 管理財産の引渡し 

（略） 

・相続人が不明、不存在の場合は家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申

し立て、選任された相続財産管理人に財産の引き渡し等を行います。 

（略） 

（法人内での事務） 

・成年後見人等として保管していた物品について、相続人等へ引き渡す

際、「財産受領書」を徴しておく。 

 

４ 家庭裁判所への報告及び申請 

（１）・（２） （略） 

（３）家庭裁判所への報告について 

１ 家庭裁判所への業務報告 

◎成年後見人等は適時（通常は１年に１回程度）、家庭裁判所へ業務報告を

行います。家庭裁判所から求められる場合もありますが、求められなくて

も定期的に報告を行うことが望ましいです。 

≪書類提出の例≫ 

①後見事務報告書（成年被後見人等の様子や、今後の後見業務の見直し、

気づき等を記した書類）・・・※家庭裁判所から所定の用紙が送られて

きます。 

②財産目録（監督報告用）・・・通帳の写し、証拠証票等を参考資料とし

て添付する。 

③収支状況報告書（監督報告用）・・・入院費等の領収書、不定期の大き

な入金・支出に関する資料を添付する。 

④その他（後見業務に関して特記すべき事項があれば、関連書類を添付） 
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【資料編】 

・ 後見等事務報告書、収支予定表、財産目録、相続財産目録、収支状況報告書（参考資料５）及び報酬付与申立事情説明書（参考資料 10）：最高裁判所統一書式に

更新（令和７年４月適用） 

・ 居住用不動産処分許可申立書（参考様式７）、特別代理人（臨時保佐人・臨時補助人）選任申立書（参考資料８）、成年被後見人に宛てた郵便物等の回送嘱託申

立書、成年被後見人に宛てた郵便物等の回送嘱託の取消し・変更申立書（参考様式９）、成年被後見人の死亡後の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相

続財産の保存に必要な行為についての許可申立書、事務終了報告書（参考様式 13）：現行様式に更新 

・ 成年後見人等辞任許可（及び選任）審判申立書（参考様式 13）：様式追加 

・ 家庭裁判所に提出する書類のコピーの取り方（参考資料５）：現行案内に更新 

・ 成年後見制度における診断書作成の手引 本人情報シート作成の手引（参考資料 15）：最高裁判所事務総局家庭局による一部記述の修正（令和４年 10 月改正) 

頁 新 旧 

２ 後見報酬の申立 

◎家庭裁判所に対して、後見報酬付与の審判の申立を行います。（参考資料

10 参照） 

  （略） 

（４） （略） 

 

 

Ⅴ （略） 

 

２ 後見報酬の申立 

◎家庭裁判所に対して、後見報酬付与の審判の申立を行います。（→P123 参

照） 

  （略） 

（４） （略） 

 

 

Ⅴ （略） 

 


